
佐久都市計画地区計画の決定（御代田町決定） 

都市計画雪窓地区地区計画を次のように決定する。 

「区域、地区整備計画の区域、地区の区分は計画図表示のとおり」 

 

名 称           雪窓地区地区計画 

位 置           北佐久郡御代田町大字御代田 4107番 41 外 

面 積           約 7.1ha 

地 区 計 画 の 目 標           

本地区は、しなの鉄道と北陸新幹線に挟まれた大林工業団地の南側に位置

し、御代田町立南小学校、雪窓保育園が立地する地区である。地区周辺には

医療施設、児童館などの公益的施設のほか、緑豊かな公園が隣接し、自然環

境と調和した街並みが形成されている。 

また「御代田町都市計画マスタープラン」では、当町の文教、厚生施設が

集積する文教厚生拠点と位置付け、その機能増進を図る地区としている。 

これらの状況を踏まえ、町民の学校教育の振興や福祉の増進に寄与する

「文教厚生の核」の形成とその機能の充実を図る地区と定める中で、本地区

計画において、用途地域変更の効果を維持し、良好な市街地環境と豊かな自

然景観が調和した文教厚生拠点の形成を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用に関する  

基 本 方 針  

御代田町立南小学校や雪窓保育園等の既存教育施設の良好な環境の維持、

又は必要に応じた施設の機能更新を行い、町民の日常生活に寄与する文教・

医療機能の維持・向上を図る。 

本地区周辺は緑豊かな自然環境と調和した街並みが形成されていること

から、本地区においても自然環境と市街地が調和し、閑静で落ち着きのある

文教厚生拠点の形成を図るものとする。 

建築物等の整備の方針 

御代田町立南小学校や雪窓保育園等の既存教育施設の良好な環境の維持、

又は必要に応じた施設の機能更新を行い、周辺環境や浅間山などの背景のス

カイライン、自然景観と調和した文教厚生拠点の形成を図るため、建築物等

の用途の制限、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度の制限を設け

る。 
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建 築 物 等 の 用 途 

の 制 限 

 当該地区内において次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 店舗、飲食店等でその用途に供する部分の床面積の合計が 500㎡を超え

るもの。 

２ 建築基準法別表第２（に）項第二に掲げる工場 

３ 建築基準法別表第２（に）項第三に掲げるボーリング場、スケート場、

水泳場その他これらに類する運動施設 

４ ホテル又は旅館 

５ 自動車教習所 

６ 畜舎 

７ 火薬、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供するもの 

壁面の位置の制限 
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界線までの距離は 1.5

ｍ以上とする。 

建築物等の高さの 

最 高 限 度 

学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）、老人ホーム、

保育所、身体障害者福祉ホーム、病院、老人福祉センター、児童厚生施設そ

の他これらに類するもの以外の建築物は 10ｍとする。 

建築物等の形態又は色

彩その他意匠の制限 

建築物等の屋根や外壁の色彩については、原則として原色は避け、できる

だけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺の自然景観、建築物等との調和に配慮

する。 

現に存する樹木等の 

保 全 

 地区内の樹木等の保全、育成に努める。建築等の整備にあたっては、周辺

の樹林地や公園との調和と町並みの形成に配慮し、既存の樹木等の保全と合

わせて積極的に緑化を推進する。 
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地区の名称 低層住宅地区Ａ 低層住宅地区Ｂ 

地区の面積 約 17.5 ha 約 5.5 ha 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 

次に掲げる建築物以外

のものは、建築してはなら

ない。 

1 住宅（3 以上の住戸を

有する長屋を除く。） 

2 共同住宅（3 以上の住

戸を有するものを除

く。） 

3 住宅（3 以上の住戸を

有する長屋を除く。）で

延べ面積の1/2以上を居

住の用に供し、かつ、次

のいずれかに掲げる用

途を兼ねるもの（これら

の用途に供する部分の

床面積の合計が 50 ㎡を

超えるものを除く。） 

ア 事務所 

イ 学習塾、華道教室、

囲碁教室その他これ

らに類する施設 

 ウ 美術品又は工芸品

を製作するためのア

トリエ又は工房（原動

機を使用する場合に

あっては、その出力の

合計が 0.75kw 以下の

ものに限る。） 

次に掲げる建築物以外のものは、建築してはなら

ない。 

1 住宅 

2 共同住宅  

3 住宅で延べ面積の 1/2以上を居住の用に供し、

かつ、市道五力田 71号線に接する計画図表示箇

所については、アイウエオカキ、その他について

は、アイウに掲げる用途を兼ねるもの（これらの

用途に供する部分の床面積の合計が 50㎡を超え

るものを除く。） 

ア 事務所 

イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに

類する施設 

ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリ

エ又は工房（原動機を使用する場合にあって

は、その出力の合計が 0.75kw以下のものに限

る。） 

エ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は

食堂若しくは喫茶店 

オ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、

貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービ

ス業を営む店舗 

カ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電器

器具店その他これらに類するサービス業を営

む店舗（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が 0.75ｋｗ以下のものに限る。） 

キ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、

米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するも

の（原動機を使用する場合にあっては、その出

力の合計が 0.75ｋｗ以下のものに限る。） 

4 公民館、集会所その他これらに類するもの 

5 診療所（入院施設を有するものを除く。） 

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 

7 前各号の建築物に附属するもの 

建築物の容積率 

の 最 高 限 度 

 

 

ただし、共同住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ 1m以下にあるものの

住宅の用途に供する部分の床面積を算入する。 

建 築 物 の 敷 地 

面積の最低限度 

150㎡ 

ただし、公民館、集会所その他これらに類するもの及び巡査派出所、公衆電

話所その他これらに類する公益上必要な建築物を除く。 

なお、150㎡未満の土地であっても、都市計画決定日（基準日）に宅地として

利用されている場合は、建築物の建築はできるが、宅地をさらに細分化するこ

とはできない。 

建 築 物 等 の 

高さの最高限度 

建築物の高さは、10ｍ以下とする。 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地

境界線までの真北方向の水平距離の 0.6倍に 5ｍを加えたもの以下とする。 

垣 又 は さ く の 

構 造 の 制 限 

道路に面する部分に設ける垣又はさくの構造は、生垣など、良好な住宅地に

相応しい圧迫感の少ないものとする。 
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